
　　　電話の企業化と特許による独占時代:

　　　1876-1894年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　ロ　一　臣

　　１．序

　企業の生成・発展にとって，技術開発が重要なことはいうまでもない

が，かつてはそれが個人的発明家に頼っていた時代から，今日では工科大

学ないし各種の研究所における組織的開発が支配する時代へと大きく変化

してきている。しかし，１つの発明が商業化ないし企業化されるために

は，その創設期における金融を引き受け，新しい市場を開拓し，合理的な

管理組織を形成してくれる有能な企業家を見出すことが，いつの時代にお

いても大切である。Ａ・Ｈ・コール(Arthur Ｈ.Cole)は，アメリカエ業化の

初期における技術革新に関する企業者活動について，①発明家自身が同時

に有能な企業家でもあった事例，②発明家であって，残念ながらそのよう

な企業家の才能に恵まれず失敗し消滅していった事例，③発明家と企業家

とのパートナーシップによる成功事例の以上３つをあげている。本稿は，

このうちの第３類型に属し，「19世紀最大の発明」といわれ，「世界で最も

利益を稼いだ特許」といわれる1876年のＡ・Ｇ・べルによる電話の発明と

その企業化について，1876－1894年の特許による独占時代までを解明しよ

うとするものである1）。

　ベルの発明は，Ｔ・サンダースおよびＧ・Ｇ・ヒューバードの金融的支

援と専門経営者Ｔ・Ｎ・ヴェイルの経営的指導の下で企業化され，こうし

て形成されたベル社は商業的電話事業の生成期（1875－1880年）を通じ，特

許の排他的使用の実施によってライバル会社の参入を排除することができ
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た。また当初からベル社は，電話器具の販売ではなくリース政策を採用し

たために料金と市場拡大を統制することができた。この特許とリース政策

によってベル社は，市場拡大に必要な資金調達を容易にし，電話技術や

サービスの変化の度合いを軽減し，これらの戦略の結果として北東部の大

都市地域を支配することができた。さらに，1879年の巨大電信会社ＷＵ社

との協定以後，音声通信はベル社の独占的支配時代（1880－1894年）とな

り，Ｗ・Ｈ・フォーブス社長のリーダーシップ，Ｔ・Ｎ・ヴェイルの多面

的経営戦略，ボストン金融集団の一層の資金的援助の下で，電話の将来の

発展と拡張を規定するベル社の基本戦略は確定した。すなわち，電話器具

の供給における垂直統合システムの展開，持株会社と長距離ネットワーク

によるすべてのベル系電話運営会社(Bell OperatingCompany. 以下，ＢＯＣと

略称する）の連結による水平統合，さらには技術・特許の支配体制の整備

により，ここに電話トラストたるベル・システム(Bell System)の原型が形

成されたのである2）。

　本橋の課題は，創業からベル・システムの形成までのベル電話事業の発

展過程を考察することによって，アメリカ電話事業におけるその独占的地

位確立の基盤を明らかにすることである。換言すれば，ペル電話事業はな

ぜそのように創業まもなく競争を排して急激な企業統合が可能であったの

か，さらに，その企業統合の過程は如何なるものであったのか，そしてそ

の結果，べル社の電話事業での独占体制確立の成果はどのようなもので

あったかを究明することにある。この時代における政府規制は，州規制の

萌芽が散発的に見られた程度であるが，電話事業とアメリカ政府との関係

で最大の問題は無数の特許裁判が行われたことであり，これがまた，ベル

社の独占体制の形成に重要な意味を持ったことも明らかにされる。

　　２．電話の発明家　アレクザンダー・グラハム・ベル

　（１）Ａ・Ｇ・べルの生涯
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　図表１は，電話を発明したアレクザンダー・グラハム・べル(Alexander

Graham Bell.以下，Ａ・Ｇ・べルと略称）の略歴を示したものである。これに

よって明らかなように，Ａ・Ｇ．ベル75年の生涯は，電話特許に関連した

1876－1880年のわずかな期間を境として，それ以前および以後の大きく３

つの時期に区分して考えることができる3）。

　　　　　　　　　　　図表Ｉ　Ａ・Ｇ．ベルの略歴
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図表２　Ａ・Ｇ・ベルの家系図 　Ａ・Ｇ．ベルは1847年３月

３日，スコットランドの首都

エジンバラで，父アレクザン

ダー・メルヴィル(Alexander

Melville),母イライザ・グレ

イス(Eliza Grace, 海軍外科医

の娘）の次男として生まれた

　（図表２の家系図，参照）。祖父

アレクザンダー一世は，舞台

喜劇俳優で，のちに演説や朗

読の教師として成功していた。

Ａ・Ｇ．ベル自身の父親アレ

クザンダー・メルヴィル。ベ

ルは，エジンバラ大学の発生

法の教授で，国際的に知られ

た「視話法」（“visiblespeech”）

の考案者であった。当時のイ

ギリス社会においては，発音

の純正が極度に尊重せられ，

教養の基本的標準とされてい

たが，父メルヴィルが考案した「視話法」はその教育に大きく貢献した。

　「視話法」とは，「発生器官が発生に際して取るべき正常な位置を，発音記

号の序列によって正しく目に見える形で示す方法」で，これは後に耳の不

自由な聾者教育にも極めて有効であることが証明され，父の名声ならびに

彼の多数の著書は，イギリスのみならず世界的にも高い評価を受けるよう

になっていた4）。

　こうした家庭環境の下に育ったＡ・Ｇ・べルは，既に16歳の頃までに家
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伝の「視話法」を習得し，1863年，彼はスコットランド北岸エルギンにあ

る「若い紳士たち」をつくる寄宿学校ウェストンハウス学院で，一年間朗

読法と音楽の教師をしていた。彼はその後エジンバラ大学で学んだのち，

再びウェストンハウス学院に助教授としてもどるが，丁度この頃，ドイッ

の著名な科学者ヘルマン・Ｖ・ヘルムホルツ(Helman Von Helmholtz)の名

著『聴覚について』を読み，次第に「音を電気的に１つの場所から別の場

所へ伝える」という今日の電話の原型ともいうべき研究に没頭していく。

さらにこの間，1868年にはロンドンのユニバーシティ・カレッジで解剖学

と生理学を学んでいる５）。

　Ａ・Ｇ・ベルの研究は，1867年に弟エドヮード，1870年に兄ジェイムズ

を相次いで肺結核で失い，同年７月にペルー家がイギリスを発って新天地

カナダ，のちにアメリカに移住してから加速化されていった。当時のアメ

リカでは，医学技術はまだ未熟な段階にあったため，聾者問題は今日にお

けるより遥かに重大な社会問題となっていた。このため，著名な「視話

法」の考案者であるペルー家は各地で歓迎を受け，Ａ・Ｇ．ベル自身もボ

ストン，ノーサンプトン，ハートフォードの聾学校で指導ののち，1873年

にボストン大学の音声生理学の教授として迎えられた。そしてさらに，①

聾者の子弟を持つ２人の援助者，マサッセッツ州セイラムの皮革商人Ｔ・

サンダース（Thomas Sanders)とボストンの著名な弁護士Ｇ・Ｇ・ヒュー

バード(Gardiner Green Hubbard)の資金的協力が得られたこと，②ボス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊トンのチャールズ・ウィリアムズ電気店の優秀な機械工Ｔ・Ａ・ヮトソン

（Thomas Ａ.Watson)の技術的協力が得られたこと，③Ａ・Ｇ・ペル自身

が，スコットランド社会に伝統的なカルヴィニズムの気質を十分に身につ

け，自分の発明の完成は物質的富の獲得に貢献すると確信していたこと，

④当時のアメリカにおける特許制度が，発明者の富と名声を十分に守り，

またそれを促進するものであったこと等により，遂に1876年３月，Ａ・Ｇ

・ベルは電話特許を取得することになる。　しかし，彼自身は電話の企業化
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には不熱心で，それは，①経営支配権が特許取得者からその企業化に協力

したボストン金融業者へと急速に移行していったこと（本稿3（1）で詳述），

②1876－1893年の間に展開された600余りの特許権侵害訴訟のいくつかに

証人として喚問されることに嫌気がさしたこと（本稿4(2)で詳述），③そし

てなによりも，自分の発明した電話が聾者で最愛の妻であるマーベル・

ヒューバードに何の喜びも与えないことが次第に明らかになってきたこと

等により，Ａ・Ｇ．べルは1881年以後，電話事業の発展に全く貢献するこ

とはなかった6）。

　　＊　Ｔ・サンダース（1839年８月18日－1911年８月７日）

　　　　マサッセッツ州セイラムのSouth Danvers で生まれる。パブリック・ス

　　　　クールで教育を受けた後，各種の投資に成功し，1870年（31歳）にマサッ

　　　　セッツ州Haverhillで皮革会社を設立する。８人の子供の長男Georgeが生

　　　　まれながらの聾者であったことからＡ・Ｇ・ベルを知り，彼の実験に資金

　　　　援助を行い，1877年設立のベル・テレフォン社，および1878年設立の

　　　　ニューイングランド・テレフォン社で財務部長に就任し，死去するまでベ

　　　　ル社の取締役をつとめた。サンダースは，このほかにもモーガン馬，メリ

　　　　ノ羊，ジャージー牛の開発にも貢献し，バーモント家畜会社（vermont

　　　　Livestock Co.,)を創設, Vermont State Fair の常連の出品者であり，

　　　　ニューイングランド農業組合（Ｎｅｗ England AgricalturalSociety)の終身

　　　　会員でもあった。

　　＊＊　Ｇ・Ｇ・ヒューバード（1822年８月25日－1897年12月11日）

　　　　マサッセッツ州ボストンで生まれる。パブリック・スクールとDartmouth

　　　　Collegeを卒業後，ハーバード大学で法律を学び，以後ボストンで30年間

　　　　弁護士として活躍する。その間，マサツセッツ州ケンブリッジの都市開発

　　　　にも協力し，照明用ガス，上水道，ケンブリッジ＝ボストン間の全米最初

　　　　の路面電車等を建設した。また，娘Mabel (彼女は1877年にＡ・Ｇ．ベル

　　　　と結婚）が４歳のおり猩紅熱にかかって聾者となったためその教育には熱

　　　　心で，1867年にマサッセッツ州Northamptonにクラーク聾唖協会(Clark

　　　　Institution for Deaf Mutes. のちのClark School for the Deaf)を創設，

　　　　1890年にはＡ・Ｇ．ベルと協力して米国聾者教育推進協会を設立した。電

　　　　話の企業化に貢献したほか，コロンビア大学理事，米国国立博物館の評議
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　　　　員（1895年），全米地理学協会の初代会長（1888－1896年），ワシントン科

　　　　学協会（のものWashington Academy of Sciences)の理事長（1895－

　　　　1897年）などを歴任し，アラスカ開発にも強い関心を持っていた７）。

　　＊＊＊　Ｔ・Ａ・ワトソン（1854年１月18日－1934年12月13日）

　　　　マサツセッツ州セイラムで生まれ，地元のパブリック・スクールで初等教

　　　　育を受けた後，1872年（18歳）にボストンのコート通り109番地にあった

　　　　Charles WilliamsJr.,の電気店に勤務する。ワトソンはここで1874年にＡ・

　　　　Ｇ・べルと出会い，彼の電話の発明およびその企業化に協力する。　ワトソ

　　　　ンは1877年にベル・テレフォン社の主任研究技師となるが，電話株の上昇

　　　　で富を得たため1881年にベル社を退任し，その後はヨーロッパ旅行や40歳

　　　　でＭＩＴに入学するなど，悠々自適の生活を送る。1897年にFrank Ｏ.

　　　　Wellingtonとパートナーを組んで造船事業に参入し，合衆国政府の注文を

　　　　受けて巡洋船を建造するまでに成功するが，1904年に事業から手を引き，

　　　　以後はロンドンで演劇を学んだり，晩年は詩作，音楽，絵画等に没頭し

　　　　た8）。

　電話発明以後のＡ・Ｇ．ベルは，電話に関する講演のかたわら，無線電

話，人体内の金属物発見装置，特に晩年には，凧を使用した大規模な飛行

実験，時速114キロで走る水中翼船の特許などを取得する一方で，彼のラ

イフワークともいうべき聾者教育に献身した。 1890年には，資財30万ドル

を投じて義父のＧ・Ｇ・ヒューバードとともに「アメリカ聾者教育推進協

会」を設立し，また三重苦の障害を持つヘレン・ケラーとも，彼女が６歳

の頃（1887年）より密接な交流があった。そのことは，ヘレンケラー自身の

著書“The Story of My Life” の序文の中で，「本書をアレクザンダー・グ

ラハム・べルに捧ぐ」と述べ，さらに「べル博士に会うまでは，私は羅針

盤もなく，ただ濃霧の中をただよう小舟のようなものでありました」と記

していることからも明らかである９）。 Ａ・Ｇ・べルは，このほかにもアメ

リカ科学振興協会や航空実験協会の創設，全米地理学協会会長，国立博物

館理事などを歴任したが，1922年８月２日，ノバスコシアのベイン・バ

デッグの自宅で死去した。記念碑というよりはただの標石といった簡素な
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墓には，Ａ・Ｇ．べルの名前と生年月日，没年月日，「発明家」という呼称

のほか，特に彼の希望で「アメリカ合衆国の市民として死す」という言葉

が刻まれているだけで，その意味で彼は，根っからの科学者，発明家，教

育者であって，けっして実業家タイプの人間ではなかったといえるであろ

うlo）。

　（2）Ａ・Ｇ.ベルによる電話の発明

　図表３は，アメリカ合衆国特許庁からＡ・Ｇ．ベルに与えられた特許の

総目録であり，そのうち重要なものは，①1875年４月６日発行，特許番号

161,739「電信送信機および受信機に関する改良」(Improvement in

Transmitters and Receivers for Electric-Telegraphs),②1876年３月７日発行，

特許番号174,465「電信の改良」(Improvement in Telegraphy),③1876年６月

６日発行，特許番号178,399「電話的電信受信機」(Telephonic Telegraph-

Receivers),④1877年１月30日発行，特許番号186,787「電気的電信の改

良」(Improvement in ElectiricTelegraphy)の以上４つで，このうち特に電話

に関する基本特許(basic patent)とされるものは，②と④である１１）。

　Ａ・Ｇ．ベルは，1873年より「話す機械」(talking machine)を完成させる

ために，まず「調和式多重電信システム」(harmonic multiple telegraph

system)および「音響電信」(acoustic telegraph)と称される実験を開始して

いた。この機械は，いろいろな高さの音を１本の電線を通じて同時に送

り，受信端では混じった音を音叉で分離できるというものである。これら

の電信技術は，Ｔ・Ａ・ワトソンの援助を得て1875年２月には特許を出願

するまでに完成しており，1875年３月６日に特許の申請が行われ，同年４

月６日に特許庁から認可（特許番号161,739)された。しかし，そこでは音が

金属板を振動させ，それによって電流回路を開閉し，そうして発生した断

続電流で電磁石を起動させ，もうひとつの金属板を同じ振動数で振動させ

るもので，この技術で伝達できるのはピッチだけであって，振幅は伝達で
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－234（9）－

図表３　Ａ・Ｇ・べルに付与された米国特許リスト



きない。したがって，それは人間が話す音声とはいえないものであった１２）。

　Ａ・Ｇ．ベルの心に「音声電話の着想」が何時頃から芽生えたか定かで

ないが，1875年５月４日，彼はＧ・Ｇ・ヒューバードに手紙で，「電気的音

声通信」を実用化する際に障害になると考えられる「誘導電流の弱さ」を

克服するアイデアについて，つぎのように書いていだ3）。

　　　　「どこかで読んだのですが，電線に起こる抵抗は……その電線の張力に影響

　　されるということです。もしそうなら，振動している電線を通る連続的な電流

　　は，変動する抵抗を受けることになり，そのため電流に，･……運動の度合いと

　　同様に弦の振動に（対応する）……脈打つような作用が引起こされるはずで

　　す。……かくして，音色（人の話が識別できるための本質的な資質）も送信で

　　きるかもしれません。……そしてその電流の強度は，振動の相対強度を壊すこ

　　となく，随意に強めることができるかもしれません。

　この手紙をもって，近代的電話の基本原理のひとつ，すなわち「可変抵

抗の原理」（発声された声を利用して回路中の抵抗値を変化させるという原理）を

Ａ・Ｇ．ベルが着想したという優先権が明らかに確立したのである。その

後1876年３月３日（３月７日発行），合衆国特許庁により特許番号174,465と

して認可されたものは，多重電信および音響電信の完成の後，ワトソンと

ともに「話す機械」の研究を進めていたＡ・Ｇ．ベルが，初めての音声の

伝送成功（1875年６月２日）以後にそれを進展させ，1876年２月14日に特許

出願を行い獲得したものであった（第１基本特許）。その内容は，音あるい

は音声によって起こる空気の振動と同系の電気的波動を起こすことによっ

て，音声あるいは他の音を電気的に伝送するための方法および装置に関す

る技術の原理であり，２ケ所以上の会話を伝送し，送話するためのすべて

の電気的方法および過程を包括するものであった。そして，それは，電話

機としては未熟な磁石式電話機(magnet一electric telephone. 電磁石，鉄片の振

動板，銅線コイルから構成される）であり，音・音声により振動板を動かし。
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これにより磁石の磁性を変化させ，コイルに流れる電流を変化させること

によって言葉を伝えようとするものであった14)。

　1876年６月６日の特許番号178,399は，電磁受話器に関するもので，そ

れは，振動の回線ブレーカによって受話器の振動数を軽減するものであっ

た。また1877年１月30日の特許番号186,787 (第２基本特許)は，第１基本特

許獲得後，べルとワトソンによる1876年７月から11月にかけての波状電流

を起こすバッテリーに代る，より単純で，耐久性があり，かつ故障の少な

い永久磁石の実用化のための実験・技術研究に基づくもので，ベルの開発

した電話の一般原理を包含しつつ，磁石式電話機の構造面における改良

(｢箱型｣電話を送受信機としてカバーし，さらに金属振動板接極子とコイル付永久

磁石の導入，Ｕ字形｢即効性｣複合型磁石もその一部として含む)に関するもので

あった。　しかし，これらの改良にもかかわらず，べルの電話機は基本的に

は磁石式電話機であり，感度も悪く，通話範囲も数マイルと限られてお

り，しかも，一方が話す時は他方が聞手にまわるという不便なものであっ

た。このようなＡ・Ｇ．ベルの電話機特許の意義は，その内容が音声の振

動に応じて回線内での電流を波動させ，これにより人間の声を継続的にし

かも明瞭に伝送する装置の原理的・包括的な最初のものであったというこ

とにあった15)。

　　3.電話の企業化と特許による独占

　(1)原型ベル・システムの形成過程

　Ｉ　親会社アメリカン・べル・テレフォン社の成立

　Ａ・Ｇ・べルの電話特許は，その後誰の手によって，また如何なるプロ

セスを経て，商業化・企業化されたのであろうか。図表４は，べルの親会

社の形成過程を示したものであるが，以下において，ベル電話事業の生成

期(1875－1880年)の経緯とこの期間における経営支配権の移動を，まず最

初に明らかにしておこう16)。
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図表４　ベル・システムの親会社の形成過程

①　Bell Patent Association（1875年２月27日－1877年７月）

　ベル・パテント・アソシエーションは，Ａ・Ｇ・べルとマサツセッツ州
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セイラムの皮革商人Ｔ・サンダース，およびベルの義父であるＧ・Ｇ・

ヒューバードとの間で協定により成立したものである。この協定は当初，

1874年秋にサンダースにより口頭で申込まれ，その後ヒューバードが加

わったが，べルが最初の多重電信および音響電信の特許を申請する１週

間前の1875年２月27日に正式の文書契約となった。その内容は，①ベルの

発明の完成と特許に必要な資金を，サンダースとヒューバードは２分の１

づつ援助する，②ベルの研究から得られた特許は３人で共有する，③も

し，その発明が商業的価値を持つ場合，その特許を支配し運営するための

会社を設立し，その株式を３人がそれぞれ３分の１づつ所有する，という

もので，このベル・テレフォン・アソシ,エーションは電話会社の最初の法

的組織となった17）。

②　Bell Telephone Co., ―Association― (1877年７月９日－1878年７月）

　ベル・テレフォン・アソシエーションは1877年７月９日，ベル・パテン

ト・アソシエーションの約款に基づきベルの特許を商業目的に利用するた

めに，Ｇ・Ｇ・ヒューバードを受託者(trustee)としてマサッセッツ州の

共同組織として設立されたもので，これによってベル・パテント・アソシ

エーションの３人のメンバーのベル特許に対する権利は，同社が保有する

こととなった。この会社の最初に発行された（1877年８月１日）100ドル額

面, 5,000の株式（したがって資本金は500,000ドル）は，Ｇ・Ｇ・ヒューバー

ド1,387株，チャートルド・Ｅ・ヒューバード（ヒューバード夫人）100株，

メイべル・ベル（べル夫人，Ｇ・Ｇ・ヒューバードの娘) 1,497株，サンダース

1.497株，ワトソン499株，チャールス・ヒューバード10株，Ａ・Ｇ・べル

10株の割合で配分された。これによって明らかなように，ベル・テレフォ

ン・アソシエーションはヒューバード一族（娘婿のＡ・Ｇ・ベルの分まで含

めると全体の60％＝3,004株）によって支配されたのであり，それはきわめて

同族的色彩の強い組織であったといえる。

　こうして形成されたベル・テレフォン・アソシエーションの仕事は，電
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話を希望する地域に顧客の費用で電話線を敷設し，電話器具（送話器，受話

器）を賃貸しすることであった。ここで同社が，最初から電話器具の販売

でなくリース政策を採用したことは重要で，当時における電話の１年間の

レンタル料は，家庭用20ドル，事業用40ドルとかなり高価なものであっ

た18）。

③　New England Telephone Ｃｏ.，（1878年２月12日－1879年３月）

　ニューイングランド・テレフォン社は，ニューイングランド諸州で電話

機を賃貸し，そのために必要な電話線を敷設することを目的として，マサ

ツセッツ州において1878年２月12日に設立されたものである。資本金

200,000ドル（額面100ドル, 2,000株式）のうち，1,000株がニューイングラン

ドにおけるベルの特許で運営するための権利の交換としてベル・テレフォ

ン・アソシエーションに譲渡され，残り1,000株は50,000ドルで売却され

た。これによりニューイングランド・テレフォン社は，べルの特許に基づ

きニューイングランドで電話機を製造し運用するための独占的権利とライ

センスを与えられたのである。同社は，資金調達を担っていたサンダース

の友人・親戚の資金援助により組織され，したがって1879年１月27日の同

社の最初の年次報告書には47人の株主名が示されていた。取締役会はこれ

ら新しい資金援助者(C. S. Bradley, A. Cochrane, W. G. Saltonstall,G. Z.

Silsbee)と特許獲得の援助者（Ｇ・Ｇ・ヒューバード，Ｔ・サンダース）の両者

代表で構成されていたが，経営役員は，社長-Ｇ・Ｇ・ヒューバード，

財務部長－サソダースらが担い，その中心を特許獲得グループが占めた

のである19）。

④　Bell Telephone Co., (1878年７月30日－1879年３月）

　ベル・テレフォン社は，ニューイングランド・テレフォン社に割当てら

れた以外の地域でベルの発明を利用するために，マサツセッツ州において

ベル・テレフォン・アソシエーションが株式会社化されたものである。同

社は，資本金450,000ドル（額面100ドル, 4,500株式）であり，そのうち3,000
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株をニューイングランド地域を除いた合衆国とカナダにおけるベルの特許

による独占的な権利との交換として旧ベル・テレフォン・アソシエーショ

ンの受託者としてのヒューバードに，残り1,000株をサンダースが25,000

ドルで購入し，最後の500株を25,000ドルで売却した。これによりベル・

テレフォン社は，旧ベル・テレフォン・アソシエーションの受託者として

ヒューバードが保有していた特許およびすべての権利を獲得し，ベル電話

事業のニューイングランド以外の地域の親会社となった。

　同社の社長はＧ・Ｇ・ヒューバード，財務部長はサンダース，総支配人

にはＴ・Ｎ・ヴェイルが就任したが，ベル・テレフォン社の経営支配権に

は若干の変化が生じた。すなわち，まず，Ｇ・Ｇ・ヒューバード，サン

ダース, G.L. Bradley からなる経営執行委員会(Executive Committee)が設

けられ，これが取締役会の決定により「会社の管理にとって必要であるす

べての権利」を獲得するようになった。さらに，株式の投票権において，

この会社設立時に資金を提供したG. L. Bradleyと彼のニューイングラン

ド・テレフォン社のグループが持つ500株，およびサンダースの持つ1,000

株，合計1,500株は，旧ベル・テレフォン・アソシエーションの保有する

3,000株と同等の権利を持つという協定が結ばれた。これにより，新たに

資金を提供したボストン・グループが金融面でも経営面でも特許獲得援助

者と同等の力を有するようになったのである2o）。

⑤　National Bell Telephone Co., (1879年３月13日－1880年５月）

　ナショナル・べル・テレフォン社は，ベル・テレフォン社およびニュー

イングランド・テレフォン社の支配に新たに加わったボストン・グループ

が，両会社を１つの全国的な組織に統合するために組織したものである。

資本金は850,000ドル（額面100ドル. 8,500株式）であり, 6,500株は併合され

た両会社の特許と資産とに交換され，残り2,000株は後に429,831.25ドル

で売却された。これによりナショナル・べル・テレフォン社は，ベルの特

許権を上記両会社から譲り受け，ベル電話事業の初めての全国的親会社と
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なったのであった．社長はWilliam H. Forbes, 財務部長はG. L.

Bradley,総支配人はＴ・Ｎ・ヴェイルが就任し月日特許獲得グループでは

Ｃ・Ｅ・ヒューバードが総務部長，Ａ・Ｇ．ベルが形式的な技術顧問と

なった．このようにナショナル．ベル・テレフォン社においては，特許獲

得の援助者（Ｇ・Ｇ・ヒューバード，サンダース）に代って新たに電話事業に

多額の投資を行ったボストン金融グループがその主要な地位に就いたので

ある21）．

⑥　American Bell Telephone Ｃｏ･，（1880年４月17日－1899年12月）

　1880年４月17日，アメリカン．ベル・テレフォン社が，電話機および電

気により情報を伝送するための施設および装置を所有・運営・賃貸するこ

とを目的として，マサッセッツ州議会の特別法によりボストンを本拠地と

して組織された．その資本金（授権資本）は1,000,000ドル（額面100ドル，

10,000株式）であり，最初に発行された73,500株は, 51,000株がナショナル

．ベル・テレフォン社の株式（8,500株）と６対１の割合で交換され，また

8,500株がナショナル．ベル・テレフォン社の株主に額面で売却され，残

り14,000株は受託者としてのＷ・Ｈ・フォーブスとR. S. Fayに保有され

た．これによりアメリカン．ベル・テレフォン社は，ナショナル・べル・

テレフォソ社の所有していた特許権・諸権利およびその事業のすべてを引

継ぎ，ペル電話事業の新たな親会社（ＡＴ＆Ｔに親会社の地位を譲渡しだのは

1899年12月31日）となったのである22）．

　図表５は，ナショナル．ベル・テレフォン社とアメリカン．ペル・テレ

フォン社の主要株主名とその所有株式数，また図表６は，ペル親会社経営

陣の変遷を示したものである． 1880年12月のアメリカン．ペル・テレフォ

ン社の株主総数は540人，そのうち上位株主14人の持株は発行済み株式の

50％以上を占めた．社長はＷ・Ｈ・フォーブス，財務部長はW. R. Driver,

総支配人はＴ・Ｎ・ヴェイルが務め，初期の電話事業設立に関係したもの

は総務部長Ｃ・Ｅ・ヒューバード，形式的な技術顧問としてＡ・Ｇ．ベル
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図表５　ナショナル・ペル・テレフォン社とアメリカン・

　　　　ベル・テレフォン社の主要株主
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が選ばれたにすぎなかった。かくしてアメリカン・べル・テレフォン社

は，その企業形態においては従来のベル親会社と同様にベル電話特許に基

づきそれを保有・管理する特許保有会社として組織されたが，同時にマサ

ツセッツ州議会の特別法により，他社の株式の取得可能な持株会社として

も再編成され，その経営は，支配的地位を完全に独占したボストン金融家

が左右したのである23）。

　H　専門経営者Ｔ・Ｎ・ヴェイルの経営戦略

　図表７は，ベル社の最初の専門経営者Ｔ・Ｎ・ヴェイル(Theodore

Newton Vail)の略歴を示したものである。ヴェイルは，1845年７月16日に

オハイオ州キャロル・カウティで７人兄弟の長男として生まれ，その後，

ＷＵ社の見習電信技師。ニオン・パシフィック鉄道の郵便物取扱係を経

て，1869年以降，全米鉄道郵便局のネブラスカ州オマハ地方局に勤務し，

1873年からワシントン本部に移り，翌1874年に同局の総監督補佐，1876年

に同総監督となった。丁度この頃，Ａ・Ｇ．ベルは電話の第１基本特許を

取得し，義父のＧ・Ｇ・ヒューバードがその企業化に取組んでいた。

ヒューバードが関係していた仕事の１つに下院の連邦郵便委員会(Con-

gressionalPostalCommittee)の戦があったが，彼はこの委員会を通じてＴ・

Ｎ・ヴェイルを知り，その経営手腕を高く評価するようになった。こうし

てヴェイルは1878年５月22日，Ｇ・Ｇ・ヒューバードの熱心な勧誘もあっ

て，彼の会社ベル・テレフォン社にゼネラル・マネージャーとして入社す

ることになる。ヴェイルが就任以後にとった基本政策は，①アメリカ全土

にベル系電話網をはりめぐらして，全国的電話網(national telephone

system)を確立する，②これに要する巨額な資本は各地の投資家の出資を

もって調達し，特許保有会社はフランチャイズの認可を与える交換条件と

して，被認可事業会社の株式の30－50％を取得する，③親会社アメリカ

ン・べル・テレフォン社の二大子会社として，1881年に電話機の製造を
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図表７　Ｔ・Ｎ・ヴェイルの略歴

独占する目的でＷＥ社(Western ElectricCo.,),また1885年に，長距離電話事

業を独占する目的でAT&T (American Telephoneand TelegraphCo.,)を設立
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する，④電話関連技術・特許の支配のために技術組織を展開する，という

ものであった24）。

　1885年４月14日にベル社の総支配人からＡＴ＆Ｔの初代社長に就任した

Ｔ・Ｎ・ヴェイルは，電話事業の巨額な利潤はあくまで将来の事業拡張資

金に充当すべきであると考えていた。しかし，当時のＡＴ＆Ｔの親会社で

あったアメリカン。ベル・テレフォン社の社長Ｗ・Ｈ・フォーブス（ボス

トン金融業者の代表）は，利潤はすべて株主の配当にまわすべきであると主

張した。この両者の間の対立は，短期的利潤か長期的繁栄かという，投機

的金融資本家と専門的事業経営者との間の基本的見解の相違を示すもので

あったが，結局1887年９月19日，Ｔ・Ｎ・ヴェイルはＡＴ＆Ｔ社長を辞任

し，これ以後1907年にＪ・Ｐ・モルガンを中心とするニューョーク金融集

団の支援によって再びＡＴ＆Ｔ社長として登場するまで，ベル社とのすべ

ての関係を絶つことになる。　しかし，今日のアメリカ電話産業の独占的支

配体制であるベル・システムの原型は，この第１期電話時代（1878－1887年）

にＴ・Ｎ・ヴェイルによって形成されたのであり，以下にその概要を明ら

かにしておこう25）。

①　地方電話運営会社の支配方策

　アメリカン。ベル・テレフォン社の成立以前においては，べル親会社は，

一定の営業区域内で電話機の賃貸権を認める短期ライセンス契約（tem-

porarylicenses,1877-1881年）を地方の個人や企業に与えることにより，その

電話運営事業を展開していた。地方の被認可事業会社は，電話線を敷設

し，電話機の賃貸料(rental)と特許使用料(royalty)を電話利用者から取

り，その中から所要経費を差引いて残額を親会社に納入することになって

いた。 1879年11月までに，べル・テレフォン社は185の地方電話会社とこ

の契約を結び，それによって, 1,2の例外を除く当時のアメリカ主要都市

のほとんどの電話事業を支配したのである。このライセンスの有効期間は

５年で，ライセンスの失効後は，実際コストを越える合理的な価格で電話
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機を買戻す権利が地方電話会社に留保されていた26）。

　しかし，短期ライセンス契約では期間が限定されており，また電話機の

買戻し権が残存していた関係から，ベル社側にとっては事業の推進に地方

資本を活用できるというメリットがあったが，地方電話会社には電話事業

の発展に十分な投資ができないという不満があった。このため1881年よ

り，つぎの諸事項を内容とする長期ライセンス（1881－1918年）契約が採用

されるようになった。①親会社は，地方電話会社の普通株30－50％（通常

は35％の，いわゆるフランチャイズ・ストック）を取得できる。さらに，株式資

本の追加発行においては，費用もなく同じ割合の株式を取得する権利を持

つ。②親会社の同意なしには，地方電話会社は資金を調達できない。③地

方電話会社の事業拡大および事業発展のために必要とする資金は，株式の

発行によって賄い，事業収益をこれに使用してはならない。④親会社は，

地方電話会社の取締役会および経営執行委員会に代表を送りこむ。⑤親会

社の要求にしたがって，地方電話会社は事業の運営について報告する。以

上によって，親会社は，特にフランチャイズ・ストックの取得を通じ地方

電話会社との資本的つながりを深め，その後も少数株式の買収により所有

　　　図表８　アメリカン・ベル・テレフォン社の主要電話会社に対する
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株式数を増加させてその支配力を強化するとともに（図表８），また1885－

1890年にかけて地方電話会社の統合を推進し，1893年には，図表９に見る

ような営業テリトリーを持つＢＯＣ（ベル系電話運営会社）に再編していった

のである27）。

②　アメリカン。ベル・テレフォン社における二大子会社の設立

　Ｔ・Ｎ・ヴェイルが，べル・システム確立のための準備段階として次に

とった戦略は，アメリカン・ベル・テレフォン社の二大子会社としてWE

社とＡＴ＆Ｔを設立したことであった。

　当初，べル社は，その電話器具をボストンのチャールズ・ウィリアムズ

社や，ボルティモア，シンシナチ，シカゴにおける多くの被認可製造業者

に依存していた。しかし，全国的な電話網を確立するためには電話器具の

統一性を促進することが望ましいと考え，ＷＵ社系列の電信・電話機器製

造子会社であったウェスタン・エレクトリック製造会社とベル系列の電話

機器製造会社であったギリランド・エレクトリック製造会社，それに

チャールズ・ウィリアムズ社を合併して，1881年11月26日にＷＥ社を設立

した。 1882年２月６日にアメリカン。ベル・テレフォン社はＷＥ社と製造

契約を締結し，それによってＢＯＣに対して電話機器を製造・供給する排

他的な権利をＷＥ社に保証すると同時に，同社株式の過半数に当たる40％

の株式取得を通じてこれを傘下系列化し，かくしてベル・システムの独占

体制は，持株制度のみならず垂直統合戦略によって製造面からも強化され

ていったのである。なお，1877－1883年におけるベル系製造会社による電

話機生産台数および被認可事業会社による保有電話機数は，図表10のとお

りであった28）。

　また，ＢＯＣには一地域内に限定した電話事業の独占権のみを与え，異な

る地域をつなぐ長距離電話線の敷設権は特許保有会社に留保したことは，

これまたベル社の独占体制を強化するうえで重要な戦略であった。通話の

交換を提携していない他の地域との連絡を一切厳禁するということは，ベ
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図表10　アメリカで製造およびリースされたベル社の電話機

ル・システムの部外者を究極的には孤立させ，広範囲なコミュニケーショ

ンの機会を奪うことを意味したからである。また，長距離電話事業は高い

収益をあげたが，同時に多額の投資を必要とし，これは強力な財務基盤を

持つ特許保有会社によってのみ可能であった。そこでアメリカン・ベル・

テレフォン社は1885年２月28日，長距離市外回線の敷設と市外通話交換を

専一的に担う子会社としてＡＴ＆Ｔをニューヨーク州法人として設立し

た。ＡＴ＆Ｔによる長距離ラインは，1885－1889年の間に２つの幹線ライン

が開発され，第１はニューヨークからオルバニーとバッファローまで，第

２はボストンから東海岸にそってワシントンまでで，さらに1893年までに

は，これら北東部大西洋岸の主要都市のみならず，北中部の最大都市シカ

ゴまで接続されていた。図表11は，ＡＴ＆Ｔによる長距離回線網の拡張過程

を示したものであるが，これらの地域は，産業・工業（北東部の繊維・金属

加工，中西部の鉄鋼）面においても，金融市場（ニューヨーク，ボストン，フィ

ラデルフィア，シカゴ）面においても，人工・都市の発展からみても当時の
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アメリカの中心的地域であり，AT&Tの長距離回線網は当時のアメリカ

経済に不可欠な近代的な通信手段としての役割を果すものであった。こう

して，ＡＴ＆Ｔの長距離電話回線は，ＢＯＣの地域電話システムを接続し，１

つの「全国的」電話システムを形成するだけでなく，上記地域の電話市場

の独占的支配は，特許満了以後に無数に出現することになる独立系電話会

社との競争における安全弁(safeguard)としての役割も果したのである29）。

　　　　　　　　　　図表11　長距離回線網の拡張過程

③　電話関連技術・特許の支配方策

　アメリカン・ベル・テレフォン社の最初の公式的な技術活動の組織は，

1881年に設置された電気部門(electrical department)であった。この部門
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図表12　べル電話事業における研究・開発組織の沿革

は，Ｗ・Ｗ・ジヤックスのもとに実験的活動が，Ｔ・Ｄ・ロックウッドの

もとに特許活動が，Ｔ・Ａ・ワトソンとＥ・べルリナーのもとに全般的な

電気に関する研究が組織され，総支配人であるＴ・Ｎ・ヴェイルの直接管

轄下におかれた。 1883年に実験所(experimental shop）が電気部門の補足の
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ために組織され，1884年６月に電気部門と実験所が統合されて機械部門

(mechanical department)となった。 1885年11月に，ハーバード大学および

ＭＩＴ出身のＨ・Ｖ・ヘイズがこの部門の責任者となる。さらに1891年，Ｊ

・Ｐ・デイビスを長とする技術部門(engineers department)が組織され，

1894年に先の機械部門がこの技術部門に統合され，それ以後は図表12に見

るような組織改革を経て，最終的には1925年のベル電話研究所(Bell

Telephone Laboratories)の創設へと発展を遂げていくのである3o）。

　電話事業はすぐれて技術集約的な性格を帯びており，電話機および付属

設備の技術的改良は不可欠の前提条件をなす。このためＴ・Ｎ・ヴェイル

は，ベル社内部における技術組織の整備をはかるばかりでなく，ベル社外

部からの特許獲得戦略も積極的に展開した。こうしてベル電話特許が満期

となる1893年・1894年までに同社はおよそ900余りの特許を支配し，その

中には，Ｅ．ペルリナー（特許番号199, 141.1878年１月15日発効）やＦ・ブレ

イク（特許番号232,442,1880年９月21日発効）の送話器の特許，技術責任者Ｈ

・Ｖ・ヘイズの共電式交換システムの特許（特許番号474,323,1892年５月３

日発効），技術スタッフであるＡ・Ｃ・ホワイトのソリッド。バック送話器

の特許（特許番号485, 311,1892年11月１日発効），Ｃ・Ｅ・スクリブナーの複

式交換機の特許（特許番号503, 099,1893年８月８日発効）などが含まれて

いた31）。

　以上によって，アメリカン。ベル・テレフォン社は，ベル電話特許に基

づくライセンスによりＢＯＣを水平統合するだけでなく，電話機製造子会

社ＷＥ社の垂直統合を行い，また長距離電話子会社ＡＴ＆Ｔを通じて合衆

国の北東部から中西部にかけて広範囲な単一電話システムを形成し，さら

に研究開発体制を整備することによって，当時のアメリカ電話事業をほぼ

独占的に支配していた強固な電話トラストであるベル・システムの原型を

形成することができたのである32）。
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　（2）ベル・システムの発展と経営状態

　1876－1894年にかけてのベル・システムの事業展開を規定した基礎的な

条件として，当時のアメリカ資本主義の急速な発展，各地での都市の出現

および市場の地域的・全国的規模への拡大，それにともなう近代的通信手

段の必要性の増大があげられる。

　　　　　　　図表13　アメリカ製造業の発展（1850－1900年）

　19世紀後半期，特に南北戦争終了後から1890年代末までにおけるアメリ

カ資本主義の発展はきわめて急速であり，また，その地域的拡大も急激で

あった。図表13に見るように，この期間（1870－1900年），経営数は２倍強，

投資額は4.64倍，労働者数は2.59倍，賃金額は３倍，原料費は2.95倍，生

産額は３倍強と増大した。また1880－1900年におけるアメリカ製造業の地

域別構成は図表14のとおりで，絶対数では依然として北部大西洋諸州が支

配的地位を占めてはいたが，次第に北部中央諸州の地位が高まってきてい

た。これは，鉄鋼業をはじめとする重工業部門の発展が，地域的には中西

部において展開したことによるものである33）。こうした製造業の進展と地

理的拡大，企業規模の巨大化が進行し，他方，1890年代までに形成された

全国的鉄道網の発展とともに，アメリカにおいては人口の拡散が見られる

と同時に人口の都市化が進み，合衆国の各地域で都市の形成が見られた。

合衆国の人口において都市（人口2.500人以上）人口の占める割合は，1850年
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－15.3% (236都市）でしかなかったが，1880年－28.2% (939都市），1890年

－35.1% (1,348都市）に達したのであった。また，人口の都市化と伴に大

規模な都市も出現し，1850年には，人口50万の都市が１，人口10万以上の

都市が５であったが，1890年には，人口100万以上の都市が３，人口50万以

上の都市が１，人口25万以上の都市が７，人口10万以上の都市が17へと発

展したのである。このような人口の都市化は合衆国の各地域で見られた

が，地域的にも都市人口比率の高いのは，1890年において第１に東北部－

58.7％，第２に西部－37.4％，第３に北中央部－33.1％であった。また，

1890年のアメリカ全人口62,622,250人は，北中央部22,362,279人（37.8

％），北東部17,401,545人（27.7％）であり，この両地域で人口の60％以上

を占めた34）。

　このように全国的な工業化と都市化の進展とともに，電話が社会的およ

び事業上のコミュニケーション手段としてその実用性が高く評価されるよ

うになると，その商業的発展は急速であった。アメリカン・ペル・テレ

フォソ社の1880年の交換局は138局，電話機は60,873台であったが，1894

年にそれぞれ867局, 582,500台となった。図表15は，アメリカン。ベル・

テレフォン社と長距離子会社ＡＴ＆Ｔの1881－1899年における主要な貸借

対照表項目の推移を示したものであり，図表16は，そのうち総資産の推移

をグラフ化したものである。また図表17は，電話事業の発展が本格化した

1885年から1899年までのベル・システムにおける所有電話局，中央局，電

話線マイル数，従業員数，一目の平均電話会話数を示したものであり，図

表18は，そのうち所有電話局の推移をグラフ化したものである。従業員数

は，1885年の5,766人から1894年の12,553人と２倍以上の増加であり，

一日平均の電話会話数は同期間で３倍以上の増加であったことが明らかで

ある35）。

　ペル・システムの経営状態について付言すれば，1876－1894年にかけて

電話事業での独占的支配にもとづき，同社は高収益と高配当を維持した。
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図表15　アメリカン．ベル・テレフォン社とＡＴ＆Ｔの成長（1881－1899年）

－211（32）－

図表16　ベル社の総資産の推移（1881－1899年）



図表17　ベル・システムの成長（1885－1899年）

図表18　所有電話局の推移（1885－1899年）
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図表19　アメリカン・ペル・テレフォン社における総収益とその源泉(1881－1893年)

まず，親会社アメリカン。ベル・テレフォン社の1881－1893年における経

営状態（総収益とその主要収益源）は，図表19に示したとおりである。それに

よって明らかなように,総収益は急激な増加を示し，1881年度の1,001,924

ドルが，1893年には約５倍の5,781,076ドルに達した。同社における総収

益の主要な源泉は，被認可事業会社に対する電話機の賃貸料と同社が所有

している被認可事業会社からの株式の配当金であり，これらが全体の９割

以上を占めた。　しかも，特許満了時までの最も主要な利潤源泉はこのうち

電話機の賃貸料であり，それは常に総収益の６割以上を占めた。しかしな

がらアメリカン。ペル・テレフォン社の持株会社への性格の変化に伴い，

利潤源としての株式の配当金も急激に増加し，1893年までにそれは全体の

30％にまで達したのである。さらに，図表20および図表21が示すように。
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図表20　ペル社における総収益・純利益・配当金の推移（1881－1899年）

図表21　ペル社における純利益，配当金，内部留保の関係
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図表24　ペル系電話運営会社の成長（1885－1899年）

図表２３　ＡＴ＆Ｔの成長（1885－1899年）

図表22　WE社における顧客別売上高の推移（1882－1899年）



総収益，純利益の増加に伴い，アメリカン。ベル・テレフォン社は1881年

に178,500ドルの配当を行って以来，年間平均配当率15－18％という高配

当を維持し，それは純利益の85.95％に当たり，残りの14.05％のみが内部

留保されたのである36）。

　図表22は，1882－1899年におけるＷＥ社の顧客別売上高の推移，図表23

は，長距離子会社AT&Tの1885－1899年における発展状況，図表24は，ベ

ル系電話運営会社の1885－1899年における発展状況を参考までに示したも

のである。なお，1899年末のアメリカン・ペル・テレフォン社の被認可事

業会社は44社で，その発行済普通株の取得状況は，80％以上１社, 50-74

％が22社，25－49％が11社，1 －25％が５社，０％が５社であった37）。

　　4.政府規制の萌芽と特許権侵害訴訟問題

　（1）初期の有線通信規制

　アメリカにおける有線通信事業の政府規制は，議会によって通過した

1866年７月24日の郵便道路法（The Post Roads Act of July24, 1866）が最初

であるといわれている。開法は，電信路線の建設を援助し，郵便・軍事お

よび他の目的のために同一の電信線の使用を政府に保障し，またいかなる

電信会社もアメリカの軍事・郵便道路および航行可能な河川・湖にそって

アメリカのあらゆる公有地に電信路線を建設・維持・運営する権利をもつ

ことを規定した。郵便道路法が通過する以前には，いかなる電信会社も電

信路線の建設・維特等に関して郵政長官の受諾証書を必要としていた。

1866年の郵便道路法では，漠然とではあるが電信事業の管轄権は原則とし

て従来どおり郵政長官にあることを規定していたが，その範囲は極めて不

明瞭であり，また事実において1869年以来，外国電信会社のアメリカにお

けるケーブルの陸揚権およびその運用権は大統領が行っていた。しかし，

この大統領の権限に関しては1921年まで明確な法的根拠を欠いており，い

ずれにしても，この当時のアメリカにおける電気通信事業としては電話。
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無線事業等がいまだ未発達な状態にあったため，政府規制の中心はもっぱ

ら電信事業および海底ケーブルに向けられていたのである38）。

　電信事業と一般大衆の利益との関係を規制した最初の法律は1888年８月

７日の議会法（The Act of Congress, August 7,1888）と称されているもので，

同法は，1887年の州際商業法によって設立された州際商業委員会（Ｔｈｅ

InterstateCommerce Commission)が，政府から補助を受けて電信路線を建設

し運営している鉄道会社または電信会社は自己の通信路線に他の運輸・通

信事業者の通信線を接続することを拒否できないように，および，それら

の会社は大衆に対してもまた接続回線に対しても，なんらの差別を設ける

ことなく同等の施設を提供するよう監督する権限を有すること等を規定し

ていた。　しかし，この法律は電信事業一般を規制したものではなく，わず

かに政府補助の通信事業に公共の利益保護の立場から最小限の規制を行っ

たものであり，また政府の補助にしても大幅な限定がなされていた。かく

して，政府から土地の提供，社債の引き受け，一時融資等の形で補助をう

けた電信会社は極めて少なく，1910年のマン・エルキンズ法（The Mann-

ElkinsＡｃt）が米議会を通過するまでは，アメリカにおける電信事業の規制

はほぼ無名無実に近かったといっても良い状態にあったのである39）。

　1890年代末までに，アメリカの電気通信事業においては電信のみならず

電話およびある程度は無線事業もかなりの進展をみせるようになったが，

これらの事業は州内と州間という２つの業務を行っており，したがって州

規制と連邦政府規制というアメリカ政府の二重性により権限の混乱が不可

避的に生ずるようになった。特に1907年以降，デラウェア州を除くすべて

の州において公益事業委員会が設立され，その権限は電信・電話事業のあ

らゆる分野に拡大されていったため，連邦政府との権限の境界を明確にす

ることは鉄道会社と同様に電気通信会社にとっても重要な問題となってい

た。しかし，連邦政府の手中に鉄道規制が次第に集中していく傾向にあっ

たのに対し，電気通信事業においては必ずしもそうした一般的傾向はみら
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れず，例えば電話事業のようにむしろ反対の傾向を示すものもあった。そ

れは1890年代当時，電信事業においてはその大部分が州間業務であり，例

えばＷＵ社の州内通信業務は同社の全業務の約25％であったのに対し，当

時の電話事業の大部分は州内業務であり，ベル・システムにおいては交換

・通話業務の1.36％が州間でその収益は全体の9.9％にすぎず，他はすべ

て州内業務であったため，電話通信の規制はむしろ州規制がその中心と

なったのである4o）。

　ニューヨータ州では，1884年州法により，電話各社のネットワークのた

めの電話線が火災消化作業の妨げもしくは消化作業員の危険の要因とな

り，また電柱が通行の妨害になったため，州内の人口50万以上の都市で

は，1885年11月１日までに地上の電話線の地中化を規定した。　しかし，こ

れは実効性を欠いたため，翌年，電線地中化委員会(Board of commission-

ers of electricalsubways)が組織され，上記委員会に1884年法の規定の実施

を行わせることとなった。同様にニュージャージー州でも1892年３月10

日，「当州の市における地下電気線の設置と，電気地下溝州委員会の設置

のための法律」を制定し，本法施行後は，同委員会の許可がない限り電話

線は地上に設置できなくなった。またマサツセッツ州では，1894年法によ

りボストソ市での電線地中化がはかられ，オハイオ州では，１級１等市

（シンシナチ市）に対し公共改良局による電線地中化の権限が付与されてい

た。さらに，いくつかの州では，電話各社により請求される料金を規制す

る法令(statutes)が制定され，そのような州法は，フロリダ，メリーラン

ド，ミシシッピ，ネブラスカ，ニュージャージー，ペンシルノくニア，バー

モントの若州で見られた。また，州の法律の中に料金規制に関する規定を

設ける州もあらわれ，例えばインディアナ州では，1885年に電話基本科を

月３ドルに制限しようとする州の法律が議会を通過したが，この電話料金

に対する最初の州規制はあまりに厳しく非現実的なものであり，その効力

を発揮するに至らず1888年に廃止された41）。
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　こうした州規制に対する19世紀当時のアメリカ企業の一般的態度は挑戦

的で，これは自由放任(laissez-faire)の下に自由競争を事業展開の原則と

し，また多くの判例が企業の独占をある程度支持する判決を示したことに

よる。例えば，20世紀以降の各州公益事業委員会の原型とされるマサッ

セッツ州のガス・電気委員会は，「最善のサービスを最低で合理的価格で

確保するのが（委員会の）任務であり，その（委員会の）唯一の目的である」

と明確に消費者保護を第一義としながらも，ある程度の市場を確保するた

め，ある程度の資本力を有する者に（地域）独占を認めることが結局は消

費者の利益にもつながるとの論理にたって，規制権限の行使よりも現状肯

定的に具体的事案処理を行っていた42）。　したがって電話事業においても，

ボストン系資本家たちは許される限りの独占を享受しており，電話事業は

公共サービスであるとは微塵も考えていなかった。当時のアメリカン。ベ

ル・テレフォン社の社長Ｗ・Ｈ・フォーブスは，既に1883年の年次報告書

の中で，「現在の高架電話線網を早急に地下に埋めることは，既存のサー

ビス・既存の設備を破壊するものである」「料金が高いとの不満があるが，

電話事業がどんなに資金がかかり，リスクが大きいか認識されていない」

と述べている。フォーブスの考えでは，ベル社の独占は，石油や鉄鋼会社

が巨大なトラストを形成して独占化しているのと同じことを，電話事業に

おいて特許を通して行っているにすぎないということであった。彼は1885

年の年次報告書で，「料金に対する攻撃は，電話設備を拡大するための手

段のすべてを奪い去るもっとも直接的な攻撃である。」と述べ，さらに1888

年の年次報告書でも，「なぜ電話事業が，他の事業よりも料金上の規制を

受けなければならないのであろうか。公正な行政機関の下で，特許により

もたらされる企業形態は破壊されるべきではない。……健全な国民の総意

はどんな日用品といえども，法律によって価格統制を行うことには断固反

対するものである。」と述べていた。図表25は，ベル社の1880－1890年の総

電話線マイル数，地下敷設比率を示したものである。フォーブスは，８年
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図表25　アメリカン・ベル・テレフォン社の電話マイル数（1880－1890年）

の在職中に1,000万ドル近くもの配当金を支払ったが，彼は独占によって

得た高収益を会社の補修費や設備改善に振り向けるより，むしろ配当とし

て株主へ還元していくことを優先させ，株主の利益を守り，高配当を維持

していくことこそ自分の責務であると信じていたのである43）。

　（2）代表的な特許権侵害訴訟事件

　この期間（1876－1894年）のベル・システムにとって，州規制以上に重要

な対政府関係問題は，無数の特許裁判が争われたことである。ペル特許が

1876年に認可された直後に多数のライバル会社が全国に出現し，ペル社は

1878年９月のＷＵ社に対する訴訟提起から1893年・1894年の特許満了時に

至るまで，約600の特許権侵害訴訟事件に関与した。図表26は，そのうち代

表的な訴訟事件を一表にまとめたものであるが，特に電話事業がようやく

軌道に乗り始めた1885年と1886年の両年に訴訟が集中していることが分か

る44）。ベル社はそのすべてに勝訴し，被告の多くは即座に事業から撤退し

たので間もなく競争は排除されていったが，これによって同社は，不敵で
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抜け目のない弁護団を抱え，冷徹なボストン系資本家の経営する無慈悲な

会社だというイメージを国民に植付けることになった。訴訟のごく僅か

のみが最終的な公聴会まで訴追され, 600の訴訟のうち, Dolbear訴訟，

Molecular Telephone Co. 訴訟, Clay Commercial Telephone Co. 訴訟，

People's Telephone Ｃｏ･,訴訟，そしてOverland Telephone Co. 訴訟の以上

５つだけが最高裁まで到達した。これら５つの訴訟は，公聴会のために他

と結合されて最終的に1888年３月19日，最高裁がベル特許にその有効性

と完璧さを４対３で支持した電話宣言（Ｔhe TelephoneAppeals)裁定として

集約されていく。政府費用に基づく政府訴訟も，1885－1894年の間に「Ａ

・Ｇ．ペルは電話の最初の発明者ではない」と主張していたが，それは最

高裁の最終判決を覆すものではなかった45）。

　以下において，いくつかの代表的な訴訟事件の概要について明らかにし

ておくことにする。

①　ダウド訴訟

　ナショナル。ペル・テレフォン社が設立されていた頃，かつて運命の日

1876年２月14日にワシントン特許局への特許申清にＡ・Ｇ．ベルより数時

間遅れをとった不運の人イライッシャ・グレイ(Elisha Gray)も，自分の発

明を企業化するための強力な支持者を得ていた。すなわち，それはＷＵ社

　(Western Union Telegraph Co.,)で，この会社は，当時のアメリカにおける

最も強力な電信会社であり，41,000,000ドルの資本金を持つ巨大会社で

あった。　しかし，その子会社であるゴールド・アンド・ストック社（GOld

and Stock Co.,)の問題は，ＷＵ社にとって頭痛の種であった。というのは，

この会社は，現在の株式相場表示機の前身でもある株式相場を電信で伝達

することによりかなりの業績をあげていたが，次第に株式取扱者たちが，

電話で会話をやりとりする方が相場表示機より迅速でかつ秘密を保てるこ

とを理解し，大量にベル社の方へ移動するようになっていたからである。

そこでゴールド・アンド・ストック社もＷＵ社の指導の下に1878年，ベル
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社に対抗して電話事業への進出を決定し，ここにグレイの発明を基礎とし

て新会社アメリカン・スピーキング・テレフォン社(American Speaking

Telephone Co.,)が設立された。すなわちこの会社は，ゴールド・アンド・

ストック社の器機と経験，ＷＵ社の組織と威信，グレイのほか電球の発明

者でもあるトマス・Ａ・エジソンを加えた才能，および従業員の協力の賜

物であった。エジソンは，炭素を使った送話機を発明したのであるが，そ

れはＡ・Ｇ．ベルの装置よりはるかに強力なものであったといわれてい

る46）。

　ナショナル。ベル・テレフォン社とアメリカン・スピーキング・テレ

フォン社の２つのライバル会社における特許裁判は，ベル社がベル特許

174,465と186,787の侵害で，ＷＵ社の電話子会社アメリカン・スピーキン

グ・テレフォン社の社長ピーター・Ａ・ダウド(Peter Ａ.Ｄｏｗd）をマサツ

セッツ地区の合衆国巡回裁判所に告訴した1878年９月12日から1879年11月

の協定に至るまで約１年以上続いた。アメリカン・スピーキング・テレ

フォン社が反証した点は，①グレイ，エジソンらの方が発明の優先権を

持っている，②特許番号174,465の発明明細書で説明されているＡ・Ｇ・

ベルの機械装置では，明瞭な話し言葉を送信できない，③ベルの発明は，

それ以前に公開された一連の刊行物において「すでに先んじられているも

の」であるという，以上３点であった。ＷＵ社側は長引く法廷闘争に必要

な資金源を十分に持ち，それに加えて実用的な長距離通話に不可欠なグレ

イの発明になる誘導コイルに関する特許を所有していたため，非常に強い

立場に立っていた。しかし，①ＷＵ社の顧問弁護士ジョージ・ギフォード

　(George Gifford)が精力的な調査の後，Ａ・Ｇ．ベルの基本特許は動かし

難いものであると判断してベル社との速やかな和解を勧告したこと，②

ＷＵ社側の有効な競争手段であったエジソン送活機に対して，ペル社側が

同程度に優秀なブレイク送話器の特許を獲得したこと，③1874年以来，電

信競争でＷＵ社と争ってきたJ. Gouldが1879年５月15日, American
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Union Telegraph Ｃｏ･，を設立して再び電信事業に進出することが明確に

なったこと等により，ここに両者の和解が成立するに至った47）。

　1879年11月10日の協定によると，①アメリカン・スピーキング・テレ

フォン社は，ベル特許の優先権を認める，②同社は電話事業を放棄して電

信事業に専念するかわりに，ベル社も電信事業には手をつけないことに同

意する，③アメリカン・スピーキング・テレフォン社の電話システム（55

の都市に設置された56,000台の電話機）をベル社が買い取る，④ベル社は今後

17年間にわたって，電話賃貸料と特許料の収入額の20％をＷＵ社側に支払

うというものであった。以上のうち特に最後の点は，金額的にもかなりな

もので，当時まだ十分な収益をあげていなかったベル社にとって手痛い出

血であった。ダウド訴訟の最終判決は1881年４月４日で，これによって

1879年協定はロウェル判事によって承認されたが，これはＷＵ社の攻撃の

終了を意味し，これ以後ベル社は，強力な競争者のいない状態でベル特許

が切れる1893年・1894年まで，アメリカにおける電話事業の合法的独占権

を同社の手中に握ったのである48）。

②　ドルビア訴訟

　タフト大学の物理学教授であるアモス・Ｅ・ドルビア（Amos E. Dolbear)

は，Ａ・Ｇ．ペルの特許はただ単に磁石沢の送話機だけが特許の請求範囲

であることを主張し続けた。　ドルビア教授は1876年９月20日，ベルの送話

機と本質的に変りないが技術的には異なる彼独自のカーボソ送話機（彼の

モデルは，鉄板の振動板と電磁石の代りに永久炭素棒にコイルを巻きつけ，ベルと

似たような装置で回路を構成していた）を発明し，1880年10月11日に特許申請

を行い，1881年４月５日に特許として認められた。その特許に基づき，彼

はドルビア・エレクトリック電話会社(Dolbear ElectricTelephone Co.,)を設

立して運用を開始したが，アメリカン。ベル・テレフォン社は直ちに1881

年10月10日，ドルビア教授をベル特許侵害でマサッセッツ地区合衆国巡回

裁判所に告訴した。そして1883年１月24日，同裁判所のグレイ(Gray)判事
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は次のように判決を下した。「単なる原理にとどまる特許は存在しえない

し，単なる自然の力や科学的事実の発見者はそれに関する特許を持つこと

はできない。　しかし，ある人がある自然の力は人類に有効であり，そのプ

ロセスを詳細に記述し，その応用方法や応用器具を明らかにした場合，彼

は特許法にいうところの「新しい有効な技法の発明者・発見者」であり，

彼はその最初の功労者として特許を付与され，そのメカニズムや器具の運

用において制限されることはない。他の人がその発明の後に器具を改良

し，その改良について特許を取得することはできるが，彼は最初の発明者

の同意なしに，そのプロセスや器具の改良を行う権利はない。」以上に

よって判事は，ベル特許の有効性と優先権を認め，Ａ・Ｇ．ベルの発明は

金属振動板と永久磁石電話の双方を含むあらゆる形式の電話機をカバーす

るものであり，それは被告の電話によって著しく侵害されていると断定

し，ドルビア教授に対し永久的な差し止め命令を告示した49）。

③　ドローボー訴訟

　ダュエル・ドローボー(Daniel Drawbaugh)の名刺には，「発明家，考案

者，特許事務代行者」と華々しく印刷されていた。彼はペンシルバニア州

カンバーランドのエバリーズ・ミルズに住んでいたが，同地区の人々はド

ローボーに代って特許申請を行い，1880年８月30日にニューヨークでピー

プルズ・テレフォン社(People's Telephone Co.,)を設立し，電話事業を開始

した。このため同年10月20日にアメリカン。ベル・テレフォン社とBOC

の１つメトロポリタン電話電信会社は，ニューョーク南部地区の合衆国巡

回裁判所にベル特許侵害でピープルズ・テレフォン社を告訴した。予備的

な差し止め命令は1880年11月22日に発せられたが，1881年２月から1884年

６月までにそれぞれを支援する多数の意見が寄せられ，それは500以上の

証言と6,000ページ以上の印刷記録となった。　ドローボーに対する主要な

弁護は，ダウド訴訟の場合と同様に，①彼こそが電話の最初の発明者であ

り，彼はＡ・Ｇ．ベルや他の誰よりも早く電話器具を作製し，それを利用
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していたこと，②特許局におけるグレイの主張によって明らかなように，

ペルの発明は実はエリッシャ・グレイによって考案されたものであり，特

許はベルに誤って発行されたこと，③ペル特許で記述されている器具では

正確な話を伝送できない，というものであった5o）。

　しかし，1884年12月１日にウィリアム・ウォーレス(William Wallace)判

事は，「ドローボーは発明家ではなく実験家であった」と言明してベル特

許の有効性を認め，最終的な差し止め命令判決を1884年12月11日に告示し

た。このため被告側は，その後も追加的証言を提示して争ったが，1885年

12月４日におけるウォーレス判事の判決は，彼の以前の裁定を追認するも

のにほかならなかった。この訴訟はピープルズ・テレフォン社によって最

高裁まで行き，1888年３月19日に４対３のきわどい判決で「電話宣言」と

いう形で決着した。モリス・Ｒ・ウェイト(Morris Ｒ.Waite)首席判事に

よって書かれた多数意見は，「ドローボーが電気的手段によって話が遠く

に伝達できるアイデアを持っていたこと，彼がこの問題を実験したことは

疑いない。しかし，彼がベル以前にそれをなすための技法を発見したとす

るのは，人間の行動を統治している通常の法律を無視して事実を解釈する

ことになる。　したがって，この問題をさらに追及することはせず，われわ

れはドローボー弁護は成功しないであろうと判定する。」というもので

あった。これに対して，ジョセフ・Ｐ・ブラッドレイ(Joseph Ｐ.Bradley)

判事の少数意見は，「われわれは圧倒的に優位な証拠から，ドローボーが

1869年以前に，会話を送る電気機械を作製し，自分の仕事部屋に展示して

いたということを確信する……。（証人は，大部分が読み書きさえ満足にできな

いような田舎の人たちであるが）機械を通して言葉を聞いたのであり，重要な

点は，彼らが間違うことはありえないということである。そのことを理解

するのに科学も知識も必要はない。　ドローボーが原理を知り，その成果を

完成させたことは確かである。 Ａ・Ｇ・べルの助けがなければ，おそらく

会話のできる電話は今日まで一般大衆が使用するようにはならなかったか
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もしれないが，それを作製したのがドローボーであるということはほとん

ど疑う余地がない。……ドローボーは電話を発明したが，その発明の重要

性や完全さを評価しなかった。 A･G.ベルは本質的には科学的な演繹を

基礎に電話を企画し，その特許権をとったのであった。しかし，われわれ

の法律は最初に発明した人でない人に特許権を付与しないものであるゆ

え，ベル特許はドローボーが先行していたため無効であるとわれわれは考

える。」というもので，これにはジョン・Ｍ・ハーラン，ステファン・Ｊ・

フィールドの両判事も善意を示していた。しかし，結局のところ最高裁は

1888年３月19日の判決において僅少差でベル・システムを救ったのであ

り，この票割れした判決は，おそらくアメリカ裁判史上最も価値あるもの

の１つであったといえるであろう51）。

④　パン・エレクトリック・テレフォン社（政府訴訟事件）

　パン・エレクトリック・テレフォン社(Pan ElectricTelephone Co.,)は

1883年，テネシー州のジェームズ・W･ロジャーズ(James W. Rogers)の発

明をもとに表向き500万ドルの出資金で設立された。この会社は，たとえ

最終的に敗訴の憂き目をみようとも，ベル特許侵害者への差し止め命令の

引延ばしの口実となるものが伴うかぎり，事実上，その猶予期間中は侵害

者を保護できるという意図の下に権利侵害訴訟を展開し，ロジャーズの友

人で元テネシー州選出の議員ケーシー・ヤング(Casey Young)は，大量の

株式付与と引換えに著名な名前を多数抱え込んだ。例えば，バージュアの

ジョセフ・E・ジョンストン(Josef Ｅ.Johnston)将軍が同社社長となり，

ヤングのほか，テネシー州選出の上院議員アイシャム・Ｇ・ハリス(A.G.

Harris)らが取締役となった。また前アーカンソー州知事で当時上院議員で

あったオーガスタス・Ｈ・ガーランド(Augustus H. Garland)は総株式の

10％が与えられて同社顧問弁護士となり，彼はその返礼として，ロジャー

ズの特許権はベル特許を侵害していないと世間に保障した。ついで創業プ

ロモーターたちは1884年，ペル特許権無効の訴訟提起権を連邦政府に認め
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る法案を下院で通過させたが，これは上院を通らなかった。だが同年のク

リーブランド大統領の当選により行政府に南部政治家の影響力が復活し，

同政権の司法長官に任命されたのは，ほかならぬオーガスタス･H･ガー

ランドであった。かくてパン・エレクトリックの一党はわが世の春を謳歌

し始めることになる52）。

　彼らは即座に同僚株主である司法長官に，合衆国の名においてベル特許

権の無効訴訟の提起を要求した。根拠はA･G．ペルの特許権取得が欺満

であり，最初の電話発明者はベルではないというものであった。ガーラン

ドは儀礼上か用心してかアーカンソーに出かけてワシントンを離れていた

が，留守をあずかるバージニア出身の司法次官クード（Goode）が急いで訴

訟願いを受理してしまった。クリーブランド大統領は，形式的にこの問題

をミシシッピ出身の内務長官ラマー(Lamar)に付託したが，彼も強引な論

法で南部人仲間に肩入れした。すなわちベル告発に中身があろうとなかろ

うと，特許局の連邦職員に対し欺満が行われたとの申立てがある以上，ア

メリカン。ペル・テレフォン社に対する政府費用による政府訴訟によっ

て，これは検証されて然るべきだというのである。かくしてここに1885年

２月１日，気の滅入るような政府訴訟が幕を切って落とされたのである

が，ベル社にとって幸いなことに1885年９月，「ニューヨーク・トリ

ビューン」紙はガーランド司法長官および過去・現在の政府高官の多くが

パン・エレクトリック社の株主であることをスッパ抜き，他紙もまたこの

攻撃に追随した。これによって，さまざまな侵害子会社に対し差し止め命

令が認められ，ロジャーズ発明の是非を問われそうになった親会社パン・

エレクトリッタ社も争いを断念した。　しかし，議会の委員会はガーランド

をシロと判定し，大統領は一件に不満を覚えながらも彼を司法長官の座に

とどめおいた。政府訴訟は最高裁がベル特許を支持した以後もずるずると

続けられ，こうしてパン・エレクトリック社の幹部の当初の思惑は外れて

しまったが，政府訴訟ゆえに彼らは一銭もかからず，序盤戦ではこの訴訟
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により社の営業は有利に働いたのである53）。

⑤　その他（オーバーランド訴訟，モルキュラー訴訟，タレイ訴訟）

　1885年度中に多くの訴訟が議論され，判決が出されたり差し止め命令が

承認されたりしたが，そのうちの重要なものは次のとおりである。

　1883年４月12日，アメリカン。ベル・テレフォン社とメトロポリタン電

話電信会社は，オーバーランド・テレフォン社に対してニューョーク南部

地区の合衆国巡回裁判所に告訴した。 1885年12月７日にウォーレス判事は

ペル特許が侵害されていると最終判決を行い，永久的な差し止め命令を告

示した。 1883年10月17日以降，種々のオーバーランド子会社に対しても訴

訟や禁止命令が公布されたが，それらは，ニュージャージーOverland,ペ

ンOverland,フィラデルフィアOverland,メリーランドOverland,イン

ディアナOverland,セントラル・ニューヨークのバクスターOverland,

ミシガンOverlandである。 1885年８月31日のレキシントンOverlandの訴

訟において，議論は10月６日に開始され，予備的な禁止命令は10月８日，

最終的裁定は1886年１月８日に承認された。

　アメリカン。ベル・テレフォン社とメトロポリタン電話電信会社は，

1883年７月17日以降懸案中であったモルキュラー・テレフォン社(Molecu-

larTelephone Co.,)に対し，ベル特許侵害でニューヨーク南部地区合衆国巡

回裁判所に告訴した。両者の証言は1,500ページ以上の印刷物となった

が，1885年３月30日からウォーレス判事の前で議論が開始され，同年６月

24日の最終判決により禁止命令が告示された。また，1884年４月24日にア

メリカン。ペル・テレフォン社とBOCの１つフィラデルフィア・ベル電

話会社は，クレイ商業電話会社(Clay Commercial Telephone Co.,)に対しベ

ル特許侵害でペンシルバニア東部地区の合衆国巡回裁判所に告訴し，1886

年４月12日に被告の有罪は確定した。

　以上のオーバーランド訴訟，モルキュラー訴訟そしてクレイ訴訟はいず

れも最高裁まで争われたが，最終的には1888年３月の「電話宣言」裁定で
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決着がついた54）。

　　5.結　　　語

　以上，我々はこれまで，電話の企業化とベル・システムの形成過程，こ

の期間（1876－1894年）における対政府関係を中心に検討してきたが，それ

らを整理すると次のように要約することができるであろう。

L A･G・ベルは，彼の家庭環境，スコットランド社会の伝統的気質，

そして誰もが富と名声を猛烈に追い求めていた1870年代当時のアメリカ社

会の「金ピカ時代」的風潮の下で，1876年に「電話の発明」という一応の

成功をおさめることができた。　しかし，ペルはあくまで発明家ないし聾者

教育者であって，けして企業家タイプの人間ではなかったが，彼はまた極

めて幸運な男でもあった。すなわち，発明を企業化するにあたって，当初

はT･サンダースとG･G･ヒューバードという特許所有権者，その後は

ボストン金融業者の強力な資金援助が得られたこと，そして何よりも義

父G･G･ヒューバードを通じてT･N･ヴェイルという有能な専門経営

者を確保することができたからである。かくしてA･G．ベルは，「電話

の発明者」という栄誉とその企業化によって莫大な富を獲得し，1883年の

財産目録によれば，ペル夫妻のアメリカ国内における投資総額（10万ドルを

越える信託資金を除いて）は90万ドルに上り，毎年３万7,000ドルの年収を生

み出すことができたのである55）。

2.特許にもとづく独占時代におけるベル社の経営支配権は，G･G･

ヒューバードを受託者とする特許所有権者から，まもなく事業をさらに商

業的に発展させる過程で資本支配を通じてW･H･フォーブスを中心とす

るボストン金融業者へと移行するが，しかし彼らは，まさに短期的な利潤

獲得を目的とする日和見的投機家(oppotunistic investor)であって株価と配

当のみに関心を持ち，必ずしも事業の長期的繁栄を意図した開発的投資家

(development investor)ではなかったところに問題があった。当時すでに州
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当局や一般大衆は，電話会社の電話線や電柱が市街の美観を害し，また危

険でもあるとの理由でベル社が地下に一切の電話線を敷設しないことに対

して批判の声を高めており，また電話料金の引下げや収益性の必ずしも明

確でない農村電話についても強い要望を出していたのであるが，ボストン

金融業者をはじめとする投資家たちは，ベル特許満了の到来をおそれて特

許有効期間中にできるだけ多くの利潤分配にあずかることを第一義に考え

ていた。これに対して電話事業の長期的繁栄を確信していたT･N・ヴェ

イルは，電話事業のごとく私企業で運営されていても公共性の強いパブ

リック・サービス産業においては，社会と対立感情のうえに経営されるな

ら決して真の成長は望み見ないとの立場に立ち，また巨額な利潤は，全国

的な電話網の確立という長期的な事業拡張資金に充当すべきであることを

主張し，こうした両者の対立が原因となって，彼は1887年に電話事業から

一時身を引くこととなる56）。

3.ペル社の今日の基礎を築いた有能な専門経営者T･N・ヴェイルの経

営戦略は，つぎの４つから構成されていた。すなわち第１に，ヴェイルは

特許使用認可契約(licence contract)の提携によって全国に散在した個人事

業を含む多数の地方電話会社を傘下に収め，さらに親会社による株式取得

を通じてこれらをＢＯＣ（ベル系電話運営会社）とし，新興電話産業の水平的

統合を推進した。ペル社は，まず特許保有会社として各地方電話会社の求

めに応じて特定地域でベル特許に基づき電話事業の排他的運営を行える短

期ライセンスを与え，それらを特許使用認可会社(licensee company)とし

た。この契約は，1881年より長期特許契約制度に改められ，ベル社は基本

特許満了時の1893年までにこれを40社余りの電話会社と提携し，その株式

の平均して50－60％を所有・支配した。第２に，ＡＴ＆Ｔの設立によって長

距離電話回線網の積極的な開発に乗り出し，上記BOCの連結を通じて全

国的統一電話網の形成基盤を確立した。AT&Tによる長距離回線網は，

1889年にボストンからニューヨーク，フィラデルフィア，ワシントンなど
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の北部大西洋岸の主要都市を，さらに1893年には北中部の最大都市シカゴ

までを接続し，ベル基本特許の満了後は西部・南部にもルートをのばし

て，西はネヴァダ州オマハ，南はジョージア州アトランタからルイジアナ

州ニューオリンズまで到達した。第３に，電話機器の製造・供給会社であ

るWE社を，特許使用認可契約と株式取得を通じてこれを垂直統合し，傘

下系列化した。 1882年にベル社はＷＥ社と製造契約を締結し，それによっ

てBOCに対して電話機器を製造・供給する排他的な権利をWE社に保証

すると同時に，株式所有も行ってこれをベル電話事業の製造部門として取

組むことに成功したのである。第４に，ヴェイルは電気通信技術に関する

研究・開発活動を組織的に推進していく体制作りを行った。ベル社独自の

研究・開発活動は，かつてA･G．ペルの助手として電話の発明に貢献し

たT･A・ワトソンが個人的に担当していたが，ヴェイルは，電話網の全

国的拡張とそのネットワーク化に付随して山積みする技術上の制約が，個

人による小規模な実験活動に依存していては克服しえないことを逸早く認

識していた。研究・開発活動の組織化に向けての本格的な第一歩は，1881

年にベル社内部に電気部門が設立されたことであり，これが後にベル電話

研究所へと発展していくことになる。かくして，この特許独占期間（1876

－1894年）中に，特許保有会社・持株会社としてのアメリカン。ベル・テ

レフォン社を親会社とし，地方電話事業を営むBOC，長距離電話会社の

AT&T，電話機器製造・供給のＷＥ社，そして研究開発を進める技術組織

の以上５者を核とする電話事業の有機的体系であるベル・システムの原型

が形成され，これは，1893年・1894年のベル電話特許満了以後に表れる独

立系電話会社との競争において絶対的な優位性を示すものとなったのであ

る。

4.特許独占時代におけるアメリカン。ペル・テレフォン社の経営状態，

特にその資金調達と運用についてであるが，それは第１に，独占体制によ

る高価な電話料金にもとづくBOCからの多額のレンタル収益および配当
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収益による内部留保と，第２に，株主割当て，額面発行，しかも株価を引

下げないための小刻み増資による株式資本がその中心であった（図表15）。

勿論このほかにも，増資計画をたて実際に資金が確保されるまでの繋ぎ資

金として短期手形（３年満期のnote)が利用され，また1888年には長距離電

話網の建設資金としてベル社にとり最初の社債（無担保社債, 200万ドル，金

利７％，期限10年）が発行されたこともあったが，それらはあくまで補助的

手段にとどまっていた。　しかもここで特に留意すべき点は，巨額な内部留

保が次期以降に100ドル額面に対する15－18ドルという高額配当にほとん

ど充当され，また時価200ドル以上の株式がすべて額面で旧株主に割当て

られたことであり，これはまさにこの独占時代における企業財務政策が，

同時に「創業者利得の利益配分」という意味を多分にもっていたというこ

とである。さらに，アメリカ経済の急激な進展とともに電話に対する要請

は高まり，1893年まで，一器具に対して毎年５ドル以上（したがって電話機

１台当たり11ドルを越える）の高いレンタル料が課されていたにもかかわら

ず電話器具に対する需要は着実に伸び，また1893年・1894年のベル特許満

了とともに電話産業内に競争関係が生じて平均レンタル料は大幅に低下

し，それにつれてBOCの器具需要がさらに増大したことは明らかである。

これに応じてベル関係者たちは，特許独占時代には高いレンタル料を事業

会社に強要していたが，特許満了以後，彼らはレンタル収益の低下を持株

制度にもとづく配当収益の増大によって補うという政策に転換していった。

レンタル料の低下は各事業会社における収益増加を意味するのであるか

ら，その事業会社の株式の一層の購入は当然の戦略であった。いずれにし

てもベル社が，レンタル料と配当収益をうまく使いわけることによって，

BOCに対する２つの基本的な目的，すなわち「支配」と「利益」を確保し

たことに変化はなかった57）。

5.特許独占時代におけるベル・システムに対して，アメリカ政府は総じ

て好意的であったといえる。この期間の電話業務は，州間より州内通話が
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中心であったため，電線地中化や電話料金引下げ等の州規制が各州まちま

ちで行われていたが，当該供給区域における人口ならびに電話利用者数が

まだまだ限定されている状況下では公益より企業の私的利潤の確保が重視

され，規制権限の強制的行使より独占利潤をある程度保証する方向にあっ

たと思われる。また，ベル特許有効期間中の17・ 8年の間に約600件にお

よぶ特許権侵害訴訟が行われ，その印刷された裁判記録は文書149巻にも

達したが，大方の被告は序盤戦で白旗を掲げ，最終尋問まで行った裁判で

もベル社はことごとく勝利を収めることができた。特許権侵害裁判の被告

たちの大半は，最初の訴訟事件であるダウド裁判ですでに扱いずみの論点

を単に蒸返そうとするのみで，あわよくば第三者の優先権を証明してA･

G．ベルの特許権を無効にしようとするものであった。したがって，ベル

の1879年のダウド裁判における証言はそれ以降の裁判でも採択され，A・

G．ペルが証人として実際に再登場したのは，ドローボー裁判として知ら

れるピープルズ・テレフォン社に対する1883年の訴訟における４週間と，

1892年のいわゆる政府訴訟における約９週間の以上２件だけであった。い

ずれにしてもベル・システムは，1888年の最高裁による４対３の判決に

よって，それ以後今日に至るまでその独占的地位を存続できたのであり，

この判決があったからこそ，A･G．ペルは「発明者」という個人的栄誉

をかろうじて保証され，ベル社は特許を駆使して競争会社の電話を排撃す

ることができたのである58）。
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　　・J・オウエンスとエドヮード・D･リビーのガラス食器工業における

　　パートナーシップ，トムソン・ヒューストンのアーク灯設備に関する特許

　　を支援し，のちにＧＥ社の初代社長となったチャールズ・Ａ・コフィンの

　　企業者活動など。

2）拙稿「アメリカ巨大企業における財務政策-AT&Tの事例を中心とし

　　てｰ」『流通経済論集J Vol. 9, No. 2.

3』Ａ・Ｇ.ベルと彼の家族に関する第一次資料は，1975年にベル遺産相続人

　　によってヮシントンD.C.のThe Library of Congress （国立図書館）に

　　“Alexander Graham Bell Family Collection” として寄贈された。同図書館

　　のマニュスクリプト・ディビジョンに保管されているこのA･G．ベル・

　　ファミリー・コレクションは，ベル自身の日記，手紙，印刷物，財務・法

　　律上の資料，1865－1922年における彼の毎日の仕事を記録した数百冊の実

　　験ノート，特許論争，電話の初期の商業化，航空・エンジン・物理におけ

　　るベルの多様な科学的研究，科学振興協会Scienceへの財政的援助，全米

　　地理学協会や国立博物館への関与のほか，さらに，発明者の父Alexander
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